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特定非営利活動法人 福祉の里なかつ応援隊 
グ ル ー プ ホ ー ム こ も れ び の 里 

 
重 要 事 項 説 明 書 

 
 当事業所は、ご契約者に対し認知症対応型共同生活介護サービス・介護予防認知症対応型共
同生活介護サービスを提供します。 
 事業者の概要や提供されるサービスの内容、ご契約上ご注意頂きたいことを次のとおり説明
いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問してください。 
 

１．(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称   特定非営利活動法人 福祉の里なかつ応援隊 

代 表 者 氏 名  理事⾧   武  下  英  二 
主 た る 事 務 所 

(電話番号等) 
 大分県中津市大字加来４０９番地 
 電話番号 0979－32－0319  FAX 番号 0979－32－8748 

法人設立年月日  平成２３年５月２日 
 
２．利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称  グループホームこもれびの里 
介 護 保 険 指 定 
事 業 所 番 号 

 ４４９０３００２２７ 
 ４４０３－６１３６９４－８ 

事 業 所 所 在 
(電話番号等) 

 大分県中津市大字伊藤田１０６４番地１ 
 電話番号 0979－33－8282  FAX 番号  0979－33－8282 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

 要援護者又は要支援者であって認知症の状態にある者について、共同生
活において、家庭的な環境のもとで入浴、排せつ、食事等の介護、その他
日常生活上のお世話及び機能訓練を行うことにより、入居者がその有する
能力に応じ、自立した生活を営むことができるように支援することを目的
とします。 
 また、当施設は地域密着型サービス事業所であるため、中津市の被保険
者を対象とし、サービスを提供します。 

運 営 の 方 針 

 入居者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができる
よう、入居者の心身の状況を踏まえ適切な支援及び機能訓練等必要な援助
を行います。 
 入居者の認知症状の進行の緩和や悪化の防止に資するよう、その目標を 
設定し、入居者が家庭的な環境のもとで、それぞれの役割をもって日常生 
活を送ることができるように、計画的な支援体制づくりを行います。 
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(3) 事業所の施設概要 

建 築  木造平屋建 建築面積  ６１３．５４㎡ 

敷 地 面 積  １，２００．２２㎡ 

開 設 年 月 日  平成２９年４月１日  

ユ ニ ッ ト 数  ２ ユニット 

 

《主な設備等》 

面    積     ５７９．６５㎡ ト イ レ 

(1 ユニット 7 箇所) 

 1 ユニットに付き、5 部屋は

部屋内に設置、外付け 2 箇所 
居 室 数  １ユニット    ９室 

 １部屋に付き 10.58 ㎡ 浴   室 

(脱衣所含む) 

こもれびの里南  16.98 ㎡ 

こもれびの里北  12.42 ㎡ 
居 間 ・ 食 堂 こもれびの里南 44.10 ㎡  

こもれびの里北 40.60 ㎡ 事 務 室  １６．１０７㎡ 

台    所  １ユニットに付き１個所  

 

(4) サービス提供時間・利用定員 

サ ー ビ ス 提 供 時 間   ２４時間体制 

日 中 時 間 帯   午前６時 ～ 午後９時 

利 用 定 員 ( 内 訳 ) １８名 （こもれびの里南 ９名 ・ こもれびの里北 9 名 ） 

 

(5)  事業所の職員体制 

 管 理 者   こもれびの里 南  宮本 泉 

 こもれびの里 北   渡邉 大 

 

   職 職  務  内  容  人 員 数 

 管 理 者 

 １．従業者及び業務の実施状況の把握、その他の業務 
  の管理を一元的に行います。 
 ２．従業者に、法令等において規定されている(介護 
  予防)認知症対応型共同生活介護の実施に関し、事 
  業所の従業者に対し遵守すべき事項において指揮命 
  令を行います。 

常 勤  ２名 

 計 画 作 成 

 担 当 者 

 １．適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成 
  します。 
 ２．連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、 
  医療機関との連絡調整を行います。 

常 勤  1 名 

(管理者と兼務) 

 介護従業者  
 １．利用者に対し必要な介護及びお世話、支援を行い 
  ます。 

常 勤 １3 名 

非常勤  4 名 
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３．提供するサービスの内容及び費用について 

 (1) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

認知症対応型共同生活介護計画の作成 

１ サービスの提供開始時に、利用者の心身の 
 状況、希望及びその置かれている環境を踏ま

えて、通所介護等の活用や地域における活動
への参加の機会の確保等、他の介護事業者と
協議の上、援助の目標、当該目標を達成する
ための具体的なサービス内容を記載した(介
護予防)認知症対応型共同生活介護計画書を
作成します。 

２ 利用者に応じて作成した介護計画について
は、利用者及びその家族に対して、その計画
内容を説明し同意を得ます。 

３ (介護予防)認知症対応型共同生活介護計画 
 を作成した際には、当該認知症対応型共同生

活介護計画書を利用者に交付します。 
４ 計画作成後においても、(介護予防)認知症

対応型共同生活介護計画に基づき利用する他
の居宅サービス等を行う者と連絡を継続的に
行い、(介護予防)認知症対応型共同生活介護
計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて
介護計画の変更を行います。 

食      事 

１ 利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、
個々の利用者の栄養状態に応じた栄養管理を
行います。 

２ 摂食・嚥下機能その他の入所者の身体状
況、嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供
します。 

３ 食事(ユニット型)の自立に必要な支援を行
い、生活習慣を尊重した適切な時間に必要な
時間を確保し、共同生活室で食事をとること
を支援します。 

 日常生活上の世話 
食事の提供及び
介助 

１ 食事の提供及び介助が必要な利用者に対し 
 て、食事介助を行います。 
２ また、嚥下困難者のためのきざみ食、流動
食の提供を行います 
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日常生活上の世話 

入浴の提供及び介助 

１ １週間に２回以上、事前に健康管理を行
い、適切な方法で入浴の提供又は清拭(身体
を拭く)、洗髪などを行います。 

２ 寝たきり等で座位のとれない方は、機械浴
での入浴を提供します。 

排せつ介助 
 介助が必要な利用者に対して、自立支援を踏
まえ、トイレ誘導やおむつ交換を行います。 

離床・着替え・整容

等 

１ 寝たきり防止のため、出来る限り離床して
いただくように配慮します。 

２ 生活リズムを考え、毎朝夕の着替えの他、
必要時に着替えを行います。 

３ 個人の尊厳を配慮し、適切な整容が行われ
るように援助します。 

４ シーツ交換は、定期的に週１回行い、汚れ
ている場合は随時交換します。 

移動・移乗介助 
 介助が必要な利用者に対して、室内の移動、
車いすへの移乗の介助を行います。 

服薬介助 
 介助が必要な利用者に対して、配剤された薬
の確認、服薬の介助、服薬の確認を行います。 

機能訓練 

日常生活動作を通じ

た訓練 

 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止
するための訓練を行います。 

レクレーションを通

じた訓練 

 利用者の能力に応じて、集団的に行うレクレ
ーションや歌唱、体操などを通じた訓練を行い
ます。 
１ 利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じ 
 た創作活動等の場を提供します。 
２ 良好な人間関係と家庭的な生活環境の中

で、日常生活が過ごせるよう、利用者と介護
スタッフ等が、食事や掃除、洗濯、買い物、
レクレーション、外食、行事等を共同で行う
ように努めます。 

３ 利用者・ご家族が必要な行政手続き等を行
うことが困難な場合、同意を得て変わって行
います。 

４ 常に利用者の心身の状況や置かれている環
境等の的確な把握に努め、入所者、家族に対
し、その相談に応じるとともに、必要な支援
を行います 

５ 常にご家族と連携を図り、利用者・家族と 
 の交流等の機会を確保します。 
 

 そ  の  他 
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(2) 介護保険給付サービス利用料金 

【３０日あたり】 

要介護区分 日単位 
サービ費月額 入居者負担額 月額 

(10 割) １割負担 ２割負担 ３割負担 

要支援２ ７４９円 ２２４,７００円 22,470 円 44,940 円 67,410 円 

要介護１ ７５３円 ２２５,９００円 22,590 円 45,180 円 67,770 円 

要介護２ ７８８円 ２３６,４００円 23,640 円 47,280 円 70,920 円 

要介護３ ８１２円 ２４３,６００円 24,360 円 48,720 円 73,080 円 

要介護４ ８２８円 ２４８,４００円 24,840 円 49,680 円 74,520 円 

要介護５ ８４５円 ２５３,５００円 25,350 円 50,700 円 76,050 円 

※１割から 3 割と負担割合証を確認して、費用の算定をさせて頂きます。 

 

(3) 加算料金 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

《認知症対応型共同生活介護》 

加算の種類 加 算 及 び 算 定 の 内 容 加  算  額 

基本料金 自己負担額 

初 期 加 算 

 

入所後 30 日間に限り算定する 1 日当たりの加

算料金です。また、医療機関に 1 カ月以上入院
した後、退院して再入居する場合も同様の初期
加算が算定されます。 

３００円 基本料金× 

負担割合 

医療連携体制加算Ⅰ

1 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合に算定

する 1 日当たりの加算金です。 
※加算Ⅰ1～Ⅰ3 のいずれか１つを算定する。 

５７０円 上記参照 

医療連携体制加算Ⅰ
２ 

４７０円 

医療連携体制加算Ⅰ
３ 

３７０円 

医療連携体制加算Ⅱ 医療連携体制加算Ⅰのいずれかを算定してお

り、算定日が属する月の前３月間において、受
入要件に該当する状態の入居者が１人以上であ

５０円 上記参照 



 

6 

 

る場合に算定する 1 日当たりの加算金です。 

入院時費用加算 入院３カ月以内に退院が見込まれる入居者につ

いて、退院後の再入居の受け入れ体制を備えて
いる場合には、１月に６日を限度として一定単
位の基本報酬の算定をする加算料金です。 

２４６０円 上記参照 

看取り介護加算 

・死亡日以前３１日

以上 45 日以下 

 

看護師の配置と夜間における２４時間連携体制

の確保を行っている施設で、本人又は家族の同

意を得ながら看取り介護を行った場合に算定す

る１日当たりの加算金です。ただし、対処した

日の翌日から死亡日までの間は算定しません。 

７２０円 

 

 

基本料金× 

負担割合 

・死亡日以前４日以

上 30 日以下 

 

１４４０円 

・死亡日の前日及び

前々日 

６８００円 

・死亡日 １２８００円 

夜間支援体制加算Ⅱ 夜勤職員又は宿直職員について、人員基準上の

配置人数より多く配置する場合に算定する１日

当たりの加算料金です。 

２５０円 上記参照 

認知症専門ケア加算

Ⅰ 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合に算定

する１日当たりの加算料金です。（認知症日常

生活自立度がⅢ以上の方のみ） 

３０円 上記参照 

認知症専門ケア加算

Ⅱ 

４０円 

認知症行動・心理症

状緊急対応加算 

 

医師により、認知症の行動・心理症状が認めら

れるため、在宅での生活が困難であり、緊急で

入所することが適当と判断された入所者に対

し、当該生活介護を行った場合に算定する 1 日

当たりの加算料金です。 

２０００円 上記参照 

若年性認知症利用者

受入加算 

 若年性認知症利用者受け入れサービスの提供

を行う場合に算定する１日当たりの加算料金で

す。 

１２００円 上記参照 

協力医療機関連携加

算１ 

協力医療機関と入居者の現病歴等の情報共有を

行う会議を定期的に開催する場合に算定する 1

月当たりの加算料金です。 

１０００円 上記参照 

協力医療機関連携加

算２ 

４００円 
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退居時情報提供加算 入居者が医療機関へ退居した際、生活支援上の

留意点等の情報提供をした場合に 1 回限り算定

する加算料金です。 

２５００円 上記参照 

退居時相談援助加算 入居者が在宅復帰する際、相談援助や一定の要

件を満たすことで 1 回限り算定する加算料金で

す。 

４０００円 上記参照 

認知症チームケア推

進加算Ⅰ 

認知症の行動・心理症状（BPSD）の発現を未

然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応す

るための平時からの取組を推進する場合に算定

する 1 月当たりの加算料金です。 

１５００円 上記参照 

認知症チームケア推

進加算Ⅱ 

１２００円 

生活機能向上連携加

算Ⅰ 

外部のリハビリテーション専門職と連携してアセ

スメントを行い作成した計画書に基づいたサービ

ス提供した場合に算定する 1 月当たりの加算料

金です。 

１０００円 上記参照 

生活機能向上連携加

算Ⅱ 

２０００円 

栄養管理体制加算 管理栄養士との連携を行い、日常的な栄養ケア

を行う体制を確保している場合に算定する 1 月

当たりの加算料金です。 

３００円 上記参照 

口腔衛生管理体制加

算 

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生

士との連携により、口腔衛生管理を適切に行っ

た場合に算定する 1 月あたりの加算料金です。 

３００円 上記参照 

口腔栄養スクリーニ

ング加算 

口腔・栄養スクリーニングの取組を一体的に行

う場合に算定する 1 回当たりの加算料金です。 

２００円 上記参照 

科学的介護推進体制

加算 

科学的介護に取組みサービスの質向上を推進す

る場合に算定する 1 月当たりの加算料金です。 

４００円 上記参照 

高齢者施設等感染対

策向上加算Ⅰ 

平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に

感染者の対応を行う医療機関と連携し対応力向

上する場合に算定する 1 月当たりの加算料金で

す。 

１００円 上記参照 

高齢者施設等感染対

策向上加算Ⅱ 

５０円 

新興感染症等施設療

養費 

必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保

した上で感染した高齢者を施設内で療養を行う

場合に算定する 1 日当たりの加算料金です。 

２４００円 上記参照 

生産性向上推進体制

加算Ⅰ 

生産性向上を目的にした見守り機器などのテク

ノロジーを導入等の要件を満たした場合に算定

する 1 月当たりの加算料金です。 

１０００円 上記参照 

生産性向上推進体制

加算Ⅱ 

１００円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合に 

算定する 1 日当たりの加算金です。 

※加算Ⅰ～Ⅲのいずれか１つを算定する。 

２２０円 上記参照 

サービス提供体制 １８０円 
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強化加算Ⅱ 

サービス提供体制 

強化加算Ⅲ 

６０円 

介護職員等処遇改善

加算Ⅰ 

当該加算の算定要件を満たす場合の 1 月当たり

の加算料金です。 

※加算Ⅰ～Ⅳのいずれか１つを算定する。 

※当該加算は、区分支給限度額の算定対象から

は除かれます。 

介護報酬総単位

数×18.6% 

上記参照 

介護職員等処遇改善

加算Ⅱ 

介護報酬総単位

数×17.8％ 

介護職員等処遇改善

加算Ⅲ 

介護報酬総単位

数×15.5% 

介護職員等処遇改善

加算Ⅳ 

介護報酬総単位

数×12.5% 

 

《介護予防認知症対応型共同生活介護》 

加算の種類 加 算 及 び 算 定 の 内 容 加  算  額 

基本料金 自己負担額 

初 期 加 算 

 
 

入所後 30 日間に限り算定する 1 日当たりの加算

料金です。また、医療機関に 1 カ月以上入院し
た後、退院して再入居する場合も同様の初期加
算が算定されます。 

３００円 基本料金× 

負担割合 

入院時費用加算 入院３カ月以内に退院が見込まれる入居者につ

いて、退院後の再入居の受け入れ体制を備えて
いる場合には、１月に６日を限度として一定単
位の基本報酬の算定をする加算料金です。 

２４６０円 上記参照 

夜間支援体制加算Ⅱ 夜勤職員又は宿直職員について、人員基準上の

配置人数より多く配置する場合に算定する１日

当たりの加算料金です。 

２５０円 上記参照 

認知症専門ケア加算

Ⅰ 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合に算定

する１日当たりの加算料金です。（認知症日常

生活自立度Ⅲ以上の方のみ） 

３０円 上記参照 

認知症専門ケア加算

Ⅱ 

４０円 

認知症行動・心理症

状緊急対応加算 

 

医師により、認知症の行動・心理症状が認めら

れるため、在宅での生活が困難であり、緊急で

入所することが適当と判断された入所者に対

し、当該生活介護を行った場合に算定する 1 日

当たりの加算料金です。 

２０００円 上記参照 

若年性認知症利用者

受入加算 

若年性認知症利用者受け入れサービスの提供を

行う場合に算定する１日当たりの加算料金で

す。 

１２００円 上記参照 
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生活機能向上連携加

算Ⅰ 

外部のリハビリテーション専門職と連携してアセ

スメントを行い作成した計画書に基づいたサービ

ス提供した場合に算定する 1 月当たりの加算料金

です。 

１０００円 上記参照 

生活機能向上連携加

算Ⅱ 

２０００円 

退居時情報提供加算 入居者が医療機関へ退居した際、生活支援上の

留意点等の情報提供をした場合に 1 回限り算定

する加算料金です。 

２５００円 上記参照 

退居時相談援助加算 入居者が在宅復帰に相談援助や一定の要件をみ

たすことで 1 回限り算定する加算料金です。 

４０００円 上記参照 

認知症チームケア推

進加算Ⅰ 

認知症の行動・心理症状（BPSD）の発現を未然

に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応する

ための平時からの取組を推進する場合に算定す

る 1 月当たりの加算料金です。 

１５００円 上記参照 

認知症チームケア推

進加算Ⅱ 

１２００円 

栄養管理体制加算 管理栄養士との連携を行い、日常的な栄養ケア

を行う体制を確保している場合に算定する 1 月

当たりの加算料金です。 

３００円 上記参照 

口腔衛生管理体制加

算 

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生

士との連携により、口腔衛生管理を適切に行っ

た場合に算定する 1 月あたりの加算料金です。 

３００円 上記参照 

口腔栄養スクリーニ

ング加算 

口腔・栄養スクリーニングの取組を一体的に行

う場合に算定する 1 回当たりの加算料金です。 

２００円 上記参照 

科学的介護推進体制

加算 

科学的介護に取組みサービスの質向上を推進す

る場合に算定する 1 月当たりの加算料金です。 

４００円 上記参照 

高齢者施設等感染対

策向上加算Ⅰ 

平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に

感染者の対応を行う医療機関と連携し対応力向

上する場合に算定する 1 月当たりの加算料金で

す。 

１００円 上記参照 

高齢者施設等感染対

策向上加算Ⅱ 

５０円 

新興感染症等施設療

養費 

必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保

した上で感染した高齢者を施設内で療養を行う

場合に算定する 1 日当たりの加算料金です。 

２４００円 上記参照 

生産性向上推進体制

加算Ⅰ 

生産性向上を目的にした見守り機器などのテク

ノロジーを導入等の要件を満たした場合に算定

する 1 月当たりの加算料金です。 

１０００円 上記参照 

生産性向上推進体制

加算Ⅱ 

１００円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 

当該加算の体制・人材要件を満たす場合に算定

する 1 日当たりの加算金です。 

２２０円 上記参照 
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サービス提供体制 

強化加算Ⅱ 

※加算Ⅰ～Ⅲのいずれか１つを算定する。 １８０円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅲ 

６０円 

介護職員等処遇改善

加算Ⅰ 

当該加算の算定要件を満たす場合の 1 月当たり

の加算料金です。 

※加算Ⅰ～Ⅳのいずれか１つを算定する。 

※当該加算は、区分支給限度額の算定対象から

は除かれます。 

介護報酬総単

位数×18.6% 

上記参照 

介護職員等処遇改善

加算Ⅱ 

介護報酬総単

位数×17.8％ 

介護職員等処遇改善

加算Ⅲ 

介護報酬総単

位数×15.5% 

介護職員等処遇改善

加算Ⅳ 

介護報酬総単

位数×12.5% 

 

(4) その他の費用について 
 以下の金額は、利用料金の全額が利用者の負担になります。 

家 賃 ( 室 料 )  月額 ４５，０００円 
 食    費  朝食 ３００円/1 食 昼食 ６００円/1 食 夕食 ６００円/１食 

 光 熱 水 費  月額 ５，０００円(電気・ガス・上下水道料金等) 
 オ ム ツ 代  実  費 
 理 美 容 費  実  費 

 そ  の  他 

・日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者が 
 負担することが適当と認められるもの 
・利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの 
・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なもの 

 ※ 月途中における入退居については、日割り計算としています。 
 

４．利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求及び支払方法に 

 ついて 
①  利用料、利用者負担

額(介護保険を適用する
場合)、その他の費用の
請求方法等 

 

ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他 
 の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計 
 金額により請求致します。 
イ 上記に係る請求書は、利用明細に添えて利用月の翌月１０ 
 日までに利用者宛にお届け(郵送)します。 

②  利用料、利用者負担
額(介護保険を適用する
場合)、その他の費用の
支払方法等 

ア サービスの提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用 
 者控えと内容を照合のうえ、請求月の月末までに、下記のい

ずれかの方法によりお支払いください。 
 (ァ) 事業者指定口座への振り込み 
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  (ィ) 利用者指定口座からの自動振替 
 (ゥ) 現金支払い 
イ お支払いの確認をしましたら、支払方法の如何によらず、

領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いし
ます。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあり
ます。) 

 ※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、
正当な理由がないにもかかわらず、支払期日から２月以上遅延し、更に支払いの督促から 

  １４日以内に支払いがない場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお
支払いいただくことがあります。 

 
５．入退居に当たっての留意事項 
（１）  認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)の対象者は要介護 

(要支援)であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障が 
ない者とし、次のいずれかに該当する者は対象から除かれます。 
①  認知症の症状に伴う著しい精神症状を伴う者 
②  認知症の症状に伴う著しい行動異常がある者 
③  認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者 

（２）  入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の
状態にあることの確認を行います。 

（３）  入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対して自ら必要なサー
ビスの提供が困難であると認められた場合は、他の適切な施設、医療機関を紹介する等
の適切な措置を速やかに講じます。 

（４）  利用者の退居に際しては、利用者及びその家族の希望、退去後の生活環境や介護の連
続性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等や保健医療、福
祉サービス提供者と密接な連携に努めます。 

 
６．衛生管理等 

（１）  衛生管理について 
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的

な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 
（２）  感染対策マニュアル 

 ノロウイルス・インフルエンザ等の感染症予防マニュアルを整備し、従業者の周
知徹底に努めています。 

（３）  他関係機関との連携について 
 事業所において食中毒及び感染症が発生し又は蔓延しないように必要な措置を講
じます。また、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に
応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 
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７．緊急時の対応方法について 
   認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)の提供中に、利用者の 

病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必
要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また主治医へ
の連絡が困難場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じます。 
 

協力医療機関 

医療機関名 医療法人社団 内尾整形外科医院 
所 在 地 中津市大字上宮永３丁目３３１番地２ 
電 話 番 号 ０９７９－２４－６８７８ 
F A X 番 号 ０９７９－２４－６０１３ 
受 付 時 間 ９時 ～ １８時３０分 
診 療 科 整形外科 

医療機関名 賀来内科循環器科医院 
所 在 地 中津市大字湯屋２７３番地４ 
電 話 番 号 ０９７９－２６－０４３２ 
F A X 番 号 ０９７９－２６－０４３１ 
受 付 時 間 ９時 ～ １８時 
診 療 科 循環器内科 

医療機関名 前田歯科クリニック 
所 在 地 中津市大字下池永１０９番地 
電 話 番 号 ０９７９－６４－８７４６ 
F A X 番 号 ０９７９－６４－８７４７ 
受 付 時 間 月火水金１７時～２０時 土１０時～１８時 
診 療 科 歯科 歯科口腔外科 摂食嚥下リハビリ 

 
８．事故発生時の対応方法について 

 利用者に対する認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)の提供
により事故が発生した場合は、中津市及び利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置
を講じます。事故については、事業所として事故の状況、経過を記録し、原因の分析、再発
防止のための取り組みを行います 
 

９．非常災害対策 
① 事業所に対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組み

を行います。 
② 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成

し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業
員に周知します。 
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10．サービス提供に関する相談、苦情について 
(1)  苦情処理の体制及び手順 

ア 提供した認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)に係る利用   
 者及びその家族から相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。 
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 

① 処理体制 
・ 利用者からの相談・苦情に対応するために、グループホームこもれびの里に第三  
 者委員、利用者及び事業代表者で構成する福祉サービス相談委員会を設置します。 
・ 福祉サービス相談委員会は、相談・苦情があった都度随時開催します。 

② 処理手順 
・ 認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)計画を確認の  
 上、相談、苦情の内容を確認します。 
・ 確認した相談、苦情の内容につき、福祉サービス相談委員会に諮り、事業運営の 
 適正化等対応策を検討します。 
・ 検討結果を相談・苦情を申し立てた利用者に直接伝え、理解・同意を求めます。 
・ 中津市や国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又 
 は助言に従って必要な改善を行ったことを報告します。 
・ 相談・苦情の処理結果については、詳細に記録、保存し再発の防止に役立てます。 
 

11．秘密の保持と個人情報の保護について 

利用者及びその家族に関する 
秘密の保持について 

①  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保
護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介
護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのため
のガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるも
のとします。 

②  事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」とい
う。)は、サービスを提供する上で知り得た利用者及び
その家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしませ
ん。 

③  また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約
が終了した後においても継続します。 

④  事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家
族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業
者でなくなった後においても、その秘密を保持すべき旨
を、従業者との雇用契約の内容とします。 



 

14 

 

個人情報の保護について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サ
ービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い
ません。また、利用者の家族の個人情報についても、予
め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利
用者の家族の個人情報を用いません。 

②  事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含
まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む)に
ついては、善良なる管理者の注意をもって管理し、また
処分の際にも第三者への漏えいを防止するものとしま
す。 

③  事業者が管理する情報については、利用者の求めに応
じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の
訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調
査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行
うものとします。 

 
12．虐待の防止について 
  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を  

講じます。 
(1)  成年後見制度の利用を支援します。 
(2)  苦情解決体制を整備しています。 
(3)  従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。それらの研

修等を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識・技術の向上に努めます。 
(4)  個別支援改革の作成など適切な支援の実施に努めます。 
(5)  従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用

者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 
 
13．身体拘束について 
   従業者は、原則として利用者に対して身体拘束をしません。ただし、自傷他害等の恐れ

がある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ
るときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小
限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経
過観察や検討内容を記録し、5 年間保存します。 
(1)  緊急性 ・・・ 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人又は他人の生命・身体 

        に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 
(2)  非代替性 ・・・ 身体拘束以外に利用者本人又は他人の生命・身体に危険が及ぶこ         

        とを防止することができない場合に限ります。 
(3)  一時性 ・・・ 利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくな  

        った場合は、直ちに身体拘束を解きます。 
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  また、「身体拘束等の適正化のための指針」にそって、身体拘束廃止に向けた体制を整

え、適正な運営ができるように努力します。（以下の通り） 
（1）身体拘束委員会の設置 
（2）身体拘束を緊急やむを得ず行わなければならない場合は、以下の手順について実施し
ます。 

・カンファレンスの実施 
・利用者や家族等に対しての説明 
・記録と再検討 
・拘束の解除 

（3）介護に携わる全ての職員に対して、身体拘束等の適正化と人権を重視したケアの励行
を図り、教育を行います。                                

 
14．地域との連携について 

１． 運営に当たっては、地域住民と連携した活動や住民の自発的な福祉活動等に対し協力及
び支援を行うなど、地域との交流に努めます。 

 
２． 認知症対応型共同生活介護 

①  認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)の提供に当たって
は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域 

②  地域の包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応
型共同生活介護)について知見を有する者等により構成される協議会(以下、この項に
おいて「運営推進会議」と云います。)を設置し、概ね 2 月に 1 回以上運営推進会議
を開催します。 

③  運営推進会議に対し、サービス内容及び活動状況を報告し、運営推進会議による評
価を受けるとともに、必要な要望・助言等を聴く機会を設けます。また、報告・評
価・要望・助言等についての記録を作成し、公表します。 

 
15．サービス提供の記録 
 １．認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)を提供した際には、提

供した具体的なサービス内容等の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から
5 年間保存します。 

２．利用者は、事業者に対して保存されているサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を
請求することができます。 

 ３．入居に際して入居年月日及び事業所名称を、退居に際して退居年月日を介護保険被保険
者証に記載いたします。 
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１６．重要事項説明の年月日 
 

この重要事項説明書の説明年月日   令和    年   月   日 
 
 上記内容について、「中津市指定地域密着型サービスの事業に係る申請者の要件並びに人 
員・設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成２７年 3 月 17 日中津市条例第 23 号)」第 
１３０条及び「中津市指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る申請者の要件並びに人 
員・設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成２７年 3 月 17 日中津市条例第 2４号)」第 
88 条の規程に基づき、利用者に説明をおこないました。 
 

 

事 

 

業 

 

者 

所 在 地  大分県中津市大字加来４０９番地 

法 人 名  特定非営利活動法人 福祉の里なかつ応援隊 

代 表 者 名  理事⾧ 武  下  英  二        ㊞ 

事業所所在地  中津市大字伊藤田１０６４番地１ 

事 業 所 名  グループホーム こもれびの里 

説 明 者 氏 名                        ㊞ 

 
 事業者から上記の内容の説明を受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けま 
した。 
 

利  用  者 
住  所  

氏  名                ㊞ 

 

代  理  人 
住  所  

氏  名 ㊞ 続柄(    ) 

 


